
臨時特別給付金を支給します新型コロナワクチン接種情報
●問い合わせ先　総務課　☎２４８－１１１２●問い合わせ先　市新型コロナワクチン接種コールセンター　☎３２１－６５４７

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した人びとが、速やかに生活・暮
らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯に対して、１世帯あたり10万円の現金を給付します。
　対象世帯には、市から案内チラシと確認書を1月中に送付する予定です。通知が届いたら、確認書を返送して
ください。

基準日（令和３年12月10日）において、世帯全員の令
和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯。な
お、世帯全員が非課税でも住民税が課税されている
人の扶養親族等の場合は対象となりません。

① 市から対象世帯に案内チラシと確認書を送付し
ます。

② 対象世帯の世帯主は、確認書の内容を確認し、署
名の上、同封の返信用封筒で返送してください。

　 なお、記載している登録口座以外の口座に振り込
みを希望する場合や登録口座の記載がない場合は、 
振り込みを希望する口座情報を記載してください。

③ 市から指定の口座へ振り込みます。（確認書の返送
受け付け後、２週間後を目途）

１世帯あたり10万円

住民税非課税世帯が対象

対象者

給付額 給付のながれ

子育て世帯への臨時特別
給付金を支給中です

市事業者支援給付金の
申請はお済みですか

●問い合わせ先
　子育て支援課　子ども家庭班　☎２４８－１１６２

●問い合わせ先
　法人・個人事業者など　商工振興課　☎２４８－１１１５
　農業者　　　　　　　　　　農政課　☎２４８－１４４５

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中
で、子どもたちを力強く支援しその未来を拓く観点か
ら、18歳以下の児童を監護する子育て世帯を支援する
臨時給付金です。
▶支給額　児童１人あたり一括で10万円
▶対象児童　平成15年４月２日以降に出生した児童
※所得制限あり
※令和３年９月分（10月支払）児童手当を受給している

人は12月に支給済みです
▶申請が必要な対象児童
・令和３年10月1日以降に出生した児童
・高校生（中学生以下の兄弟姉妹がいる家庭を除く）
・児童手当受給者が公務員の場合
▶申請受付期限　３月31日㈭まで

　県における『まん延防止等重点措置』が実施（令和３
年５月16日～６月14日または８月８日～９月30日）さ
れた月のうち、月間売上額が令和元年または令和２年
の同じ月と比べて50％以上減少している市内事業者

（県の認証制度による認証を受けた飲食事業者は30％
以上）に対する給付金の申請を受け付けています。
　国の月次支援金や、県の事業継続・再開一時金を受
けた事業者も申請できます。
▶申込期限　１月31日㈪
▶申請方法など
　市事業者支援給付金申請要領を参考に、必要書類を

郵送で提出してください。申請書などはホームペー
ジに掲載しています。また、問い合わ
せ先窓口でも配布しています。

追加接種（３回目接種）について
　２回目接種終了した人に対して、追加接種（３回目接
種）をご案内します。追加接種の回数は１回です。
▶対象者　これまでは「２回目のワクチン接種終了後

から原則８カ月以上経過する18歳以上の人」として
いましたが、国の方針変更により、今後は、ワクチ
ンの確保や接種体制の状況により早まる可能性があ
ります。

新型コロナワクチンの接種証明書の発行について
　これまで、海外渡航用に限定して発行していました
が、今後は、必要な人（注1）に対して日本国内用として
も発行します。また、紙発行に加えて、スマートフォ
ンで専用アプリからマイナンバーカードを使って申請
することで、電子版のワクチン接種証明書も取得でき
るようになりました。申請方法は、以下の２通りです。
１　接種証明書アプリによる電子申請…電子発行
２　窓口申請（または郵送申請）…紙発行
　・申請窓口は、市民課・西合志総
　　合窓口(御代志市民センター)です。
　※本人以外の申請の場合、同一世帯で

あっても委任状が必要です

（注1）接種証明書が必要な人とは
　新型コロナウイルスワクチンを接種した人は、接種
券に付属する「接種済証」または「接種記録書」をもって
接種の事実を証明することができるので「接種証明書」
は不要です。紛失や大規模イベントでの利用などで接
種証明書の交付を希
望する場合は、申請
してください。

電子申請（ワクチン接種証明書アプリ）
での取得の流れ

以下の手順で取得することができます。
①スマートフォンで接種証明書アプリをダウンロード
　新型コロナワクチン接種証明書アプリ

②マイナンバーカード＋４桁の暗証番号で申請
③接種情報を二次元コード付き接種証明書の形でア

プリに発行
※マイナンバーカードを読み取ることができるスマ

ートフォンに限ります
※申請時には、マイナンバーカードおよび券面事項

入力補助用暗証番号（４桁数字）の入力が必要です

１回目接種
3週間 原則8カ月以上

２回目接種 追加接種

（例）
８月1日 ８月22日 ４月22日

以降に接種

　ワクチン確保や接種体制が整ったうえで、接種時期
近くになったら、市から住民票がある住所宛てに接種
券および予診票を送ります。

●接種証明書に関する問い合わせ先
　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　　☎０１２０−７６１−７７０
　市新型コロナワクチン接種コールセンター
　　☎３２１−６５４７

◀市ホームページ

詳しくは　
市ホームページを　

ご覧ください▶

市ＬＩＮＥ▶
ワクチン情報が届きます　

接種証明書
について

２回目接種後に本市へ転入した人へ
　２回目のワクチン接種後に転入した人は、３回目の
接種券の発行には申請が必要です。
　接種を希望する人は接種券発行申請書を提出して
ください。様式は市ホームページまたは市新型コロナ
ワクチン接種コールセンターで配布しています。
　なお、接種記録の確認のため、申請時は１・２回目
が接種済であることを証明する書類の写し（接種済証
など）を必ずお持ちください。紛失した場合は、２回
目を接種した時に住民票があった自治体へ請求し、提
出してください。
※２回目接種日時点で、本市に住民票がある人は申請

不要です
接種券発送

ワクチン確保や接種体制が
整い次第順次発送します

申請が必要な人は忘れずに申請をまん延防止等重点措置の影響を受けている市内事業者へ

詳しくは　
市ホームページをご覧ください▶

　上記のほか『家計急変世帯への臨時特別給付金（１世帯あたり10万円）』については、内容が決まり次第、市ホ
ームページや広報紙などでお知らせします。

●問い合わせ先　福祉課　☎２４８−１１４４
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